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 近年、ひきこもり支援や自殺予防、ヤングケアラー対策などの分野でアウトリーチの重

要性が指摘されている。従来、アウトリーチは申請主義を前提に医療や福祉の分野でサー

ビスを必要とする人への訪問支援の意味で用いられてきたが、今日では支援が必要である

にもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援団体が積極的に家庭等に出向くなどし

て相談、助言、指導を行い最適な支援につなぐこととされ、より広範なものとして理解さ

れている。これは、助けを必要とする人からの要請を待っていたのでは予防的な関与や早

期での対応が困難となり事態の悪化を招くほか、既存の制度やサービスの隙間からこぼれ

落ちた人に対しても支援を行うことの必要性について広く認識されるようになったためで

ある。 

 助けを必要とする人が声を出せずにいる背景には、本人自身の精神的な疲れや自分を責

める意識、本人を責める周囲の人々の存在、社会的スティグマ、社会や他人に迷惑をかけ

ないように我慢することを美徳とする道徳観などがあり、近年ではこれらに加え、自らの

生活上の問題を自己責任として過度に捉える社会の風潮がより一層心理的な負担を強いる

ものとなっている。 

 今日的な意味におけるアウトリーチの課題を見てみると、本人に自覚がないため見えな

い当事者となっているヤングケアラーの早期発見、過去のつらい体験や状況の変化に対す

る不安から支援を拒みひきこもっている人への対応、子ども食堂を利用したいが周囲から

生活に困っていると疑われ恥ずかしいと感じてその利用をためらう親への対応、支援に関

わる行政と専門職の連携、ＳＮＳを始めとするＩＣＴ(情報通信技術)の活用などが挙げら

れ、今後、多くの実践例の積み重ねによって体系的な整理が行われ、適切な対応策が確立

されることが期待される。 

 特に社会的スティグマにより助けを求められない事例に関しては、これまでも生活保護

受給者へのバッシングと漏給問題として取り上げられてきたが、スティグマは社会の中で

形成され根付いていくことから、たとえ支援団体が当事者に寄り添い助けを求める力を回

復させたとしても、社会全体で当事者に対するネガティブで誤った認識の排除と正しい知

識の定着を図らなければ根本的な解決には至らない。誰もが助けを求めやすく、また、支

援に対して違和感を抱かない社会を構築するには法制度の整備や行政、支援団体による啓

発活動、スティグマを解消するための教育プログラムの開発、当事者やメディアによる正

しい情報の発信等様々な取組が不可欠で、国、地方、支援団体、教育機関、企業、地域が

一丸となって取り組んでいくことが重要である。 

 

困難を抱える人へのアウトリーチ 
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１．はじめに 

２．民主党政権下の「子ども家庭省」（仮称）構想に関する検討経過 

３．自由民主党における「こども庁」（仮称）構想 

４．立憲民主党提出の衆法における「子ども省」の概要 

５．子供に関する主な施策及び関連する国の行政機関 

６．新たな国の行政機関の在り方 

７．おわりに 

 

 

１．はじめに1 

我が国は、少子化問題を始め、子供の貧困、児童虐待、いじめ、ヤングケアラー2など、

子供に関する様々な課題に直面している。これらの課題に対して、内閣府、厚生労働省、

文部科学省その他の多数の関係省庁が連携しつつ、その所掌事務に応じた施策を実施して

いるが、所管横断的な情報の共有が妨げられ、重層的な課題を抱える子供に対する支援が

十分になされているとは言い難いとの指摘3も見られるように、縦割り行政の弊害を認識せ

ざるを得ないと言えよう。 

こうした状況もあり、近時、政府・与野党において、子供に関する施策を一元的に所掌

する又は強い総合調整機能を持つなどにより、縦割り行政の弊害を排し、より総合的・効

 
1 本稿は令和３年 10 月 20 日までの情報を基に執筆している（ＵＲＬの最終アクセス日はいずれも同日）。ま

た、本稿における「子供」の表記については、漢字表記を原則として用いるが、法律や施策などの名称とし

て「子ども」や「こども」の表記が使用されているものに係る場合はこの限りではない。 
2 法令上の定義はないが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行って

いる児童を指す（「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告」

（令 3.5.17）より。）。なお、ヤングケアラーについて詳しくは、本号掲載の浜田勇「ヤングケアラーの実態

及び求められる支援策」参照。 
3 『日本経済新聞』（令 3.6.11） 
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果的に子供に関する施策を実施するため、新たな国の行政機関の創設に関する議論がなさ

れている。 

政府においては、令和３年６月 18 日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針

2021」（以下「骨太方針 2021」という。）で、子供に関する様々な課題に総合的に対応する

ため、年齢による切れ目や省庁間の縦割りを排し、子供の視点に立って、各ライフステー

ジに応じて切れ目ない対応を図るとともに、困難を抱える子供への支援等が抜け落ちるこ

とのないような体制を構築することとし、こうした機能を有する行政組織を創設するため、

早急に検討に着手する方針が示された4。これを受け、７月７日に「こども政策の推進に係

る作業部会」（座長：内閣官房副長官（事務））5が、９月 16 日に「こども政策の推進に係

る有識者会議」（座長：清家篤日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問）

がそれぞれ開催され、年末に向けて、政策面の整理とともに、新たな行政組織に関する基

本方針を取りまとめるべく、検討が進められている。また、10 月４日に発足した岸田内閣

においてこども政策担当大臣に任命された野田聖子国務大臣は、翌５日の記者会見におい

て、子供に関する施策について、来年の通常国会に必要な法案を提出したいという考えを

示している6。 

本稿では、まず２．で本議論の先駆けとも考えられる平成 21 年９月に発足した民主党政

権下での「子ども家庭省」（仮称）構想に関する検討経過を整理する。次に、直近の代表的

な与野党の見解として、３．で自由民主党における「こども庁」（仮称）構想と、４．で第

204 回国会において立憲民主党が提出した法律案（衆法）に規定された「子ども省」の内

容を紹介する7。その後、５．で子供に関する主な施策の現状及び関連する国の行政機関を

大まかに整理した上で、６．で新たな国の行政機関の在り方について述べることとしたい。 

 

２．民主党政権下の「子ども家庭省」（仮称）構想に関する検討経過 

（１）「子ども家庭省」（仮称）の設置に向けた検討 

民主党（当時）は、子育て支援を重要政策と位置付け、平成 21 年７月 27 日に公表した

「マニフェスト 2009」において、「縦割り行政になっている子どもに関する施策を一本化

し、質の高い保育の環境を整備する」ことを目的として「『子ども家庭省（仮称）』設置を

検討する」と掲げた8。 

同年９月に民主党政権が発足し、翌 22 年１月 29 日に閣議決定された「子ども・子育て

ビジョン」では、「子どもが主人公」（チルドレン・ファースト）という考え方の下、誰も

が希望する幼児教育と保育サービスが受けられるよう、待機児童の解消を図ること、幼児

 
4 「骨太方針 2021」（令 3.6.18）18 頁 
5 事務局として内閣官房に「こども政策推進体制検討チーム」が設置された。 
6 『NHK NEWS WEB』（令 3.10.5） 
7 本稿中に整理した自由民主党及び立憲民主党の構想に加え、公明党は、「子ども家庭庁」（仮称）の創設を求

める提言をまとめ、衆議院議員総選挙（第 49 回）に向けた重点政策においてもこの創設を掲げている（公明

党「2021 衆院選重点政策『日本再生へ 新たな挑戦』」10 頁）。また、日本維新の会は政策提言において、ま

ず子どものために使われる大規模な財源を確保することを目指し、その上で、その財源を着実に活用できる

組織の在り方を検討する旨述べている（日本維新の会政策提言「維新八策 2021」17 頁）。 
8 「民主党マニフェスト 2009」（平 21.7.27）17～18 頁 
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教育、保育の総合的な提供（幼保一体化）の検討とともに、「子ども家庭省」（仮称）の検

討など、省庁の在り方についても検討することが示された9。 

 これを受け、同日の「少子化社会対策会議」10の決定により設置された「子ども・子育て

新システム検討会議」11において、幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括

的・一元的なシステムの構築について検討が進められ、同年６月 25 日に「子ども・子育て

新システムの基本制度案要綱（案）」が取りまとめられた後、同月 29 日の少子化社会対策

会議において決定された。同要綱では、子ども・子育て新システムの内容として、①政府

の推進体制・財源の一元化、②社会全体（国・地方・事業主・個人）による費用負担、③

基礎自治体（市町村）の重視、④幼稚園・保育所の一体化、⑤多様な保育サービスの提供、

⑥ワーク・ライフ・バランスの実現を挙げた上で、「新システムを一元的に実施する子ども

家庭省（仮称）の創設に向けて検討する。」と記載された。 

 

（２）「子ども家庭省」（仮称）の見送りと子ども・子育て本部の設置 

しかしその後、平成 24 年３月２日の少子化社会対策会議において決定された「子ども・

子育て新システムの基本制度」（以下「基本制度」という。）では、子ども・子育て新シス

テムの詳細な制度設計を示した上で、組織体制については、「当面、子ども・子育て施策の

中核的役割を担うこととなる内閣府に、子ども・子育て支援法（仮称）及び総合こども園

法（仮称）における権限を、内閣府特命担当大臣の下で、適切に実施するための体制を整

備し、新システムの一元的な実施体制を担保することを目的として、法律上の総合調整権

限を持たせることとする。」とされ、「子ども家庭省」（仮称）は「省庁再編の際に実現を目

指す」ものとされた12。 

この基本制度等を踏まえ、同月 30 日にいわゆる子ども・子育て新システム関連３法案13

が第 180 回国会に提出され、衆議院における修正等を経て、同年８月 10 日、「子ども・子

育て支援法」（平成 24 年法律第 65 号）、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」（同第 66 号）、「子ども・子育て支援法及

び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（同第 67 号。以下「整備法」とい

う。）が成立した。整備法における内閣府設置法（平成 11 年法律第 89 号）の一部改正によ

り、内閣府の所掌事務として、子ども及び子どもを養育している者に必要な支援をするた

めの基本的な政策並びに少子化の進展への対処に関する事項等を追加するとともに、内閣

府に特別の機関として、当該事務をつかさどる「子ども・子育て本部」を置くこととされ、

 
9 「子ども・子育てビジョン」（平 22.1.29）11 頁 
10 「少子化社会対策基本法」（平成 15 年法律第 133 号）に基づき、少子化対策を総合的に推進するために設置

された会議。内閣総理大臣を会長とし、全閣僚を委員とする。 
11 内閣府特命担当大臣（行政刷新）・国家戦略担当大臣と内閣府特命担当大臣（少子化対策）を共同議長とし、

関係大臣等を構成員とする。 
12 「子ども・子育て新システムの基本制度」（平 24.3.2）<https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meet

ing/review/pdf/kihonseido/s1-b1.pdf>50 頁 
13 「子ども・子育て支援法案」（閣法第 75 号）、「総合こども園法案」（閣法第 76 号）及び「子ども・子育て支

援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」（閣法第 77 号） 
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子ども・子育て支援法と合わせて平成 27 年４月１日に施行された。子ども・子育て本部

は、「学校教育法体系及び児童福祉法体系との整合性の確保の観点から、文部科学省、厚生

労働省とも連携しながら事務を実施する」こととされている14（子ども・子育て本部を中心

とした体制については図表１参照）。 

 

図表１ 子ども・子育て本部を中心とした体制 

（出所）内閣府ウェブサイト<https://www8.cao.go.jp/shoushi/about.html> 

 

以上のとおり、民主党政権下において子ども・子育て新システムを一元的に実施する機

関として「子ども家庭省」（仮称）の創設に向けた検討がなされたものの、結果的に、内閣

府子ども・子育て本部の設置という形にとどまった。 

その背景について、基本制度の検討過程において、小宮山洋子厚生労働副大臣（当時）

は、「現状で新しい省をつくるというのは、ざっくばらんに申し上げますと大変政権の体力

を必要とするので、すぐには難しい。」と発言している15。 

また、将来における新たな国の行政機関の創設に関して、野田佳彦内閣総理大臣（当時）

は、子ども・子育て新システム関連３法案の審議過程で、「子ども家庭省の創設については、

幅広い議論が必要であり、将来的に省庁再編の際に実現を目指すこととしますが、まずは、

新システム発足時に、内閣府にその基盤となる組織を設けることとしたいと考えておりま

 
14 内閣府『平成 25 年版少子化社会対策白書』34 頁 
15 子ども・子育て新システム検討会議作業グループ基本制度ワーキングチーム第９回会合議事録（平 23.1.27）

<https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/review/wg/kihon/k_9/pdf/gijiroku.pdf>30 頁 
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す。」と答弁している16。また、小宮山洋子内閣府特命担当大臣（少子化対策）（当時）は、

法案成立後の記者会見において、「私としては、将来に向けて、子ども家庭省か子ども省か

分かりませんが、子どものための一元的な組織をイメージをして、それに相応しいある程

度の規模の子ども・子育て本部を置いていくということが必要だと思っているので、そう

いう形で進めていきたいと思っています。」と説明している17。 

 

３．自由民主党における「こども庁」（仮称）構想 

 自由民主党においては、令和３年４月に「『こども・若者』輝く未来創造本部」（本部長：

二階俊博幹事長（当時））が設置され、「こども庁」（仮称）創設に向けた議論が始まった18。

同本部が同年６月３日に取りまとめた「『こどもまんなか』改革の実現に向けた緊急決議」

（以下「緊急決議」という。）では、「こどもまんなか」という考え方の下、その実現に向

けた強力な総合調整機能を有する行政組織として「こども庁」（仮称）を創設することなど

について、政府に対し速やかに実現することを求めている。 

緊急決議に盛り込まれた「こども庁」（仮称）の考え方は、自由民主党の有志議員による

「Children First の子ども行政のあり方勉強会」が同年５月 28 日に公表した「こども庁

創設に向けた第二次提言」19に詳しく述べられているが、その中で、「こども庁」（仮称）が

検討すべき課題として、①「命を守る問題」（児童虐待、自殺、死因究明、教育現場の性犯

罪者、いじめ、体罰指導死、産後うつ、孤独な育児、養子縁組海外あっせん）、②「子ども

の環境改善にかかわる問題」（子どもの貧困、ひとり親家庭、待機児童、不妊治療、家庭・

養育者支援、子育てと仕事の両立、乳幼児健診、食育、体験・外あそびの不足、生活リズ

ムの乱れ、ヤングケアラー、困難と孤独孤立、不登校ひきこもり、保育の質、教育の質）

及び③「制度・仕組みの問題」（デジタル化、窓口一元化、難病、ホスピス、医療的ケア児、

発達障害児、事故、小一の壁、教育費負担、医療・教育情報連携）を挙げている。 

その上で、こうした課題解決の実効性担保のために必要な機能の基本的な考え方として

①子ども政策の総責任者としての主務大臣を置くこと、②「縦割り」、「横割り」及び「年

代割り」を克服し府省庁横断の一貫性を確保するための強い権限を持つ総合調整機能と調

査機能、データの一元的な集約と影響評価、政策立案、政策遂行の権限を持つこと、③子

ども関連予算の確保と一元化によって子育て関連支出の対ＧＤＰ比を 2040 年の見通しで

ある 1.7％から倍増し、欧州並みの３％台半ばまで引き上げること、④子どもの権利を基

盤とし、子どもの権利条約を包括的に取り扱う組織とすること、⑤エビデンスに基づく政

策立案と実践の展開（ＥＩＰＰ：Evidence Informed Policy and Practice）を掲げている

（「こども庁」（仮称）の機能のイメージは図表２参照）。 

 
16 第 180 回国会衆議院本会議録第 19 号７頁（平 24.5.10） 
17 内閣府ウェブサイト「小宮山内閣府特命担当大臣記者会見要旨平成 24 年９月 19 日」<https://www.cao.go.

jp/minister/1204_y_komiyama/kaiken/2012/0919kaiken.html> 
18 自由民主党ウェブサイト「『こども・若者』輝く未来創造本部が初会合を開催」（令 3.4.14）<https://www.

jimin.jp/news/policy/201459.html> 
19 「こども庁創設に向けた第二次提言～Children First の社会の実現に向けて～」（令 3.5.28）<https://13

c9eb87-5c30-462a-bf45-1415a998a4a9.filesusr.com/ugd/df1fed_d82a23d8e53442bb81eaeba819190eda.pdf> 
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４．立憲民主党提出の衆法における「子ども省」の概要 

立憲民主党は、令和３年５月 31 日、「子どもの最善の利益が図られるための子ども施策

の総合的な推進に関する法律案」（衆第 22 号）を第 204 回国会に提出した。 

本法律案は、子どもの最善の利益が図られ、その人権が保障され、及び社会全体で子ど

もの成長を支援する社会を実現するため、児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子

ども施策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、子ども施策の基

本となる事項及び子ども省の設置についての検討等に関する事項について定めることによ

り、子ども施策を総合的に推進するものである。 

本法律案においては、子ども施策の総合的な推進を図るため、子ども省の設置について、

子ども省設置推進本部において検討を加え、必要な措置を講ずるものとした上で、第 30 条

で、子ども省の所掌事務としては、①子ども施策の企画立案及び総合調整事務、②内閣府

が所掌する事務のうち、青少年の健全な育成、子ども・若者育成支援、少子化の進展への

対処、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援、

認定こども園に関する制度、子どもの貧困対策に関すること、③文部科学省が所掌する事

務のうち、生涯学習、地方教育行政、初等中等教育、学校保健、学校安全、学校給食及び

災害共済給付、社会教育に関すること、④厚生労働省が所掌する事務のうち、育児又は家

族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の仕事と生活の両立、児童の保育、児童

の養護その他児童の保護及び虐待の防止、児童のある家庭の福祉の増進、福祉に欠ける母

子及び父子並びに寡婦の福祉の増進、児童の保健及び妊産婦その他母性の保健の向上、障

害児の福祉の増進に関すること、⑤以上のほか、これらと一元的に行うことが国民の利便

性の向上及び政府全体の業務の効率化に資する事務が挙げられている。 

 

５．子供に関する主な施策及び関係する国の行政機関 

子供に関する施策を総合的に推進する新たな国の行政機関の創設についての議論の前提

として、現在実施されている各ライフステージにおける多種多様な子供に関する主な施策
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及びそれに関係する国の行政機関の一例を大まかに整理したものが図表３である（子供に

関する施策及び関係する国の行政機関の全てを網羅的に示すものではない。）20。 

これを見ると、子供に関する施策の範囲が極めて広く、多くの省庁が関与していること

が分かる。こうした現状を踏まえ、新たな国の行政機関の在り方について６．で論ずるこ

ととしたい。 

 

図表３ 各ライフステージにおける子供に関する主な施策及び関係する国の行政機関 

 

妊
娠
ま
で 

①避妊 

【内閣府】性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

関係 

【警察庁】性犯罪被害者の緊急避妊等の医療費の助成等関係 

【文部科学省】性教育の推進関係 

【厚生労働省】医療機関関係、緊急避妊薬関係 

②結婚 
【内閣府】地域少子化対策重点推進交付金を通じた地方公共団体が行

う結婚新生活支援事業等への補助関係 

③不妊治療 
【内閣府】不妊治療を受けやすい職場環境の整備関係 

【厚生労働省】不妊治療への経済的支援、不妊治療と仕事の両立関係 

妊
娠
か
ら
出
生
ま
で 

④中絶 

【内閣府】性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

関係 

【警察庁】性犯罪被害者人工妊娠中絶等の医療費の助成等関係 

【文部科学省】性教育の推進関係 

【厚生労働省】母子保健事業関係、医療機関関係 

 
20 内閣府は総合調整機能を担う行政機関として、様々な施策に関与しているが、内閣府が中心となり、各種大

綱に基づき各省庁が取り組んでいる子供に関する施策については、本号掲載の上田倫徳「子供及び若者に関

する施策の現状」参照。 
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⑤母子保健（就学まで） 【厚生労働省】母子保健事業関係、子育て世代包括支援センター関係 

出
生
か
ら
就
学
ま
で 

⑥産前産後休業 

⑦育児休業 

【内閣府】男性の配偶者の出産直後の休暇取得（さんきゅうパパプロ

ジェクト）関係 

【厚生労働省】産前産後休業制度関係、育児休業制度関係、男性の仕

事と育児の両立推進（イクメンプロジェクト）関係 

⑧保育事業 

⑨幼児教育 

【内閣府】子ども・子育て新制度関係、認定こども園関係、企業主導

型保育、幼児教育・保育の無償化関係 

【文部科学省】幼児教育関係 

【厚生労働省】保育関係 

就
学
以
降 

⑩学校・学童 
【文部科学省】初等中等教育及び学校環境整備関係 

【厚生労働省】放課後児童クラブ関係 

⑪いじめ 

【警察庁】少年相談活動関係、犯罪行為（触法行為を含む。）がある

場合の対応関係 

【法務省】人権相談（子どもの人権 110 番）関係 

【文部科学省】いじめ防止対策関係 

【厚生労働省】児童相談所関係 

⑫ヤングケアラー 

【文部科学省】スクールカウンセラー等による教育相談体制関係 

【厚生労働省】地方公共団体における支援体制の構築支援のための事

業等関係 

⑬非行 

【内閣府】少年非行対策の総合調整関係 

【警察庁】学校と警察の連携関係、スクールサポーター関係 

【法務省】更生保護サポートセンター関係、法務少年支援センター関

係 

【文部科学省】学校と警察の連携関係、非行防止教室 

【以上４府省庁】サポートチーム（学校、警察、児童相談所、保護観

察所などの関係機関によるチーム）関係、相談活動関係 

⑭自殺 
【文部科学省】児童生徒の自殺予防に係る取組関係 

【厚生労働省】自殺対策の推進関係 

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
ま
た
が
る
施
策 

⑮医療 【厚生労働省】成育医療、小児医療関係 

⑯子供の貧困 

【内閣府】子供の貧困対策の総合調整関係、地域子供の未来応援交付

金（子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業）関係 

【厚生労働省】生活保護制度、生活困窮者自立支援制度関係 

【内閣府、文部科学省、厚生労働省】子供の未来応援基金（未来応援

ネットワーク事業）関係 

⑰孤独・孤立 

【内閣官房】孤独・孤立対策の総合調整関係 

【内閣府】子供の居場所づくり関係 

【厚生労働省】生活支援等・自殺防止対策関係 
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【農林水産省】フードバンク支援・子ども食堂等への食材提供に係る

補助関係 

⑱児童虐待 

【内閣府】配偶者暴力相談支援センター関係 

【警察庁】児童虐待が疑われる事案への対応関係 

【文部科学省】教育現場における児童虐待対応関係 

【厚生労働省】児童虐待防止対策関係、児童相談所関係 

⑲障害 
【文部科学省】特別支援教育関係 

【厚生労働省】障害児支援施策関係 

⑳子供の事故 

【消費者庁】関係省庁＊の連携による「子どもを事故から守る！プロ

ジェクト」の推進 

＊内閣府、警察庁、消費者庁、消防庁、文部科学省、厚生労働省、農

林水産省、経済産業省、国土交通省、海上保安庁 

㉑現金給付 

【内閣府】児童手当制度関係 

【文部科学省】就学支援援助関係 

【厚生労働省】児童扶養手当制度関係 

（出所）『令和３年版子供・若者白書』、『令和３年版少子化社会対策白書』など各種政府資料等より筆者作成 

 

６．新たな国の行政機関の在り方 

（１）これまでの議論を踏まえた組織形態の整理 

２．から４．までで述べたこれまでの各構想や検討段階の案として報道された内容21を踏

まえると、子供に関する施策を総合的に推進するための新たな国の行政機関の組織形態と

して、まずは、以下の４案に整理できるのではないかと考える。 

ア 第１案：新たに省を創設 

新たな省を設置し、こどもに関する施策に関する事務を一元的に所掌する。民主党政

権の「子ども家庭省」（仮称）や立憲民主党の「子ども省」はこれに該当する。 

イ 第２案：文部科学省の外局として設置22 

文部科学省の外局として庁を設置し、幼稚園、保育園、認定こども園などの事務や、

子供の貧困対策、児童虐待などの子供の福祉や保健に関する事務を所掌する。また、総

合調整機能を充実させるため、内閣官房に内閣総理大臣を議長とする会議体を設置する

とともに、担当大臣を置く。 

ウ 第３案：内閣に庁を直接設置 

 子供に関する施策を総合的に推進する強力な総合調整機能を有する機関として、内閣

に庁を設置する23。 

エ 第４案：内閣府の外局として設置 

 
21 『産経新聞』（令 3.4.23）、『日本経済新聞』（令 3.4.29）、『NHK NEWS WEB』（令 3.5.20） 
22 文部科学省のほか、厚生労働省の外局として設置する案等も考えられるが、ここでは前掲注 21 で報道され

た内容として、文部科学省の外局の例を紹介する。 
23 デジタル庁や復興庁のような組織形態が想定される。 
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内閣府の外局として庁を設置する。所掌する事務は第２案と同様のものに加え、義務

教育も所掌する案もある。 

なお、自由民主党の「こども庁」（仮称）については、緊急決議等の内容からは、いず

れの案に該当するか確定的に言い難いが、強力な総合調整機能を有することや、「主務大

臣を置く」としていることからすると、第２案を除くいずれかに該当し得ると思われる。 

 

（２）今後の検討に向けて 

 （１）で紹介した４案については、今後も様々な観点から検討を加えることが必要とな

り、押さえておくべきポイントとして以下の３点が考えられる。 

ア 組織の長 

第１案から第４案までで組織の長は異なる。第１案の場合、専任の国務大臣が長とな

る。第２案の場合、庁の長として長官が置かれるが、国務大臣が充てられることは想定

し難い24。第３案の場合、内閣総理大臣が長となる。加えて、事務の統括等を担う国務大

臣が置かれることが想定される25。第４案の場合、第２案と同様に庁の長として長官が置

かれるが、同案とは異なり、関係事務を掌理する内閣府特命担当大臣が内閣府に置かれ

ることが想定される26。 

子供に関する施策を総合的に推進するという新たな国の行政機関の位置付けに照らし

て、組織の長をどうすべきか、という観点からの更なる検討も今後求められよう。 

イ 所掌事務 

（ア）内閣補助事務 

まず、総合調整機能を担うに当たっては、行政各部の施策の統一を図るために必要と

なる企画立案及び総合調整事務（いわゆる「内閣補助事務」）を所掌することが求められ

る。かつては内閣に置かれる機関のみ内閣補助事務を担うことができたが、平成 27 年の

国家行政組織法改正27により、各省についても、その任務に関連する特定の内閣の重要政

策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、

内閣補助事務も担うことができることとされており、第１案及び第２案の場合でも、閣

議決定された方針に基づくことで内閣補助事務を行うことができる。なお、第２案にあ

るように、内閣官房に会議を設置する場合、専ら当該会議が総合調整機能の役割を担う

ことも想定される。第３案及び第４案の場合、具体的な内閣補助事務の内容が法律に直

接規定されることになろう。 

（イ）分担管理事務 

国務大臣が主任の大臣として分担管理する行政事務（いわゆる分担管理事務）につい

 
24 外局の長に国務大臣が置かれる例として、内閣府の外局の国家公安委員会がある。 
25 デジタル庁に置かれるデジタル大臣や、復興庁に置かれる復興大臣がこれに当たる。これらの大臣は、各省

大臣や内閣府特命担当大臣と同様の権限（関係する国の行政機関の長に対する勧告権など）を有する。 
26 金融庁に係る内閣府特命担当大臣（金融）や、消費者庁に係る内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）

がこれに当たる。 
27 「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律」

（平成 27 年法律第 66 号） 
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ては、新たに創設されるもののほか、他府省庁から移管されるものもあることが想定さ

れる。第１案の場合は子供に関する施策を一元的に所掌することが想定されるが、その

他の案において、５．で述べたように多岐にわたる諸施策のどこまでを担うのか、詳細

な検討を要する。なお、骨太方針 2021 においては、幼稚園と保育所、認定こども園に係

る事務の取扱いは触れられていない。 

ウ 所在地 

新たな国の行政機関の所在地をどこにするかも重要なポイントである。例えば、消費

者庁が令和２年７月に徳島県に設置した新未来創造戦略本部は、一部の事務を徳島県で

実施することについて、実践的取組や実証的な調査・研究の拠点として機能した等の報

告28を踏まえて設置されたものである。子供に関する施策が円滑かつ効果的に遂行され

るのはもちろんだが、国会対応や他府省庁との業務上の連携の利便性に限らず、新型コ

ロナウイルス感染拡大の防止を始めとした危機管理の観点、地方創生の観点など、様々

な観点からの総合的な検討が求められよう。 

 

７．おわりに 

これまでに述べたように、子供に関する施策を総合的に推進するための新たな国の行政

機関の創設については、様々な構想が提案されているが、５．に整理したように、子供に

関する施策とその関係する国の行政機関は多岐にわたるため、所掌事務の整理を行う場合

は、必要な機構や定員、予算等の検討も必要となろう。 

新たな国の行政機関の創設に向けては、既存の行政機関ではなぜ求められる機能を発揮

し、課題を解決することができないのかを十分に検証した上で、国難とも称される少子化

問題を始め、子供に係る諸施策が円滑に遂行され、十分に効果を上げられること等を主眼

とする緻密な議論が求められよう。 

経済的な困窮や悲惨な児童虐待事案など、子供をめぐる環境はますます厳しさを増して

いるように思われる。国として、これらの状況への早急かつ効果的な対応が求められるこ

とは言うまでもなく、今後こうした視点を踏まえた政府等における検討が進むかどうか、

引き続き注視したい。 

 

（いしかわ れい） 

 
28 消費者委員会、消費者行政新未来創造プロジェクト検証専門調査会「消費者行政新未来創造プロジェクト検

証専門調査会報告書」（令元.5）<https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/shinmiraipj/doc/201905_

shinmirai_houkoku.pdf>10～11 頁 


